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平
成
21
年
11
月
19
日
、
長

期
に
及
ん
だ
捜
査
を
経
て
元

職
員
が
逮
捕
さ
れ
、
12
月
10

日
に
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
事
件
に
関
し
町
長

は
、
道
義
的
責
任
を
果
た
す

た
め
自
ら
と
副
町
長
の
退
職

金
を
そ
れ
ぞ
れ
30
％
、
15
％

減
額
す
る
特
例
条
例
案
を
提

案
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
議
案
審
査
の
中

で
、「
こ
れ
か
ら
裁
判
が
始

ま
り
、
事
実
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
」「
任
期
満
了

ま
で
に
は
３
月
議
会
も
あ

り
、
そ
の
時
点
で
も
対
応
で

き
る
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ

れ
、
継
続
審
査
と
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

３
月
議
会
ま
で
の
間
、
裁

判
の
推
移
等
状
況
を
十
分
見

定
め
、
判
断
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

　

監
査
委
員
に
は
、
そ
の
職

務
に
対
し
、
本
来
条
例
に
規

定
す
る
年
額
を
報
酬
と
し
て

支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
公
金
横

領
事
件
に
関
し
て
は
、
監
査

手
法
の
問
題
点
等
を
真
摯
に

受
け
止
め
、
監
査
委
員
と
し

て
反
省
す
べ
き
点
な
ど
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、　

監
査

委
員
自
ら
年
報
酬
減
額
の
申

し
出
が
あ
り
、
条
例
の
改
正

案
が
提
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

議
会
は
、
監
査
委
員
の
気

持
ち
や
意
向
を
尊
重
し
、
原

案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
改
正
で
監

査
委
員
の
年
報
酬
は
、
平
成

21
年
度
分
に
限
り
、
50
％
の

減
額
と
な
り
ま
す
。

公金横領事件の道義的責任は
１２月定例会

退
職
金
減
額
案
を
継
続
審
査
に

町

長

副
町
長

裁
判
の
推
移
等
を
見
て
判
断
す
べ
き

退職金減額案を提案する柴田町長

監
査
委
員
の
年
報

酬
減
額
案
は
可
決

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

12
月
定
例
会
が
12
月
２
日
か
ら
16
日
ま
で
の
15
日
間
の
会

期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

町
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
新
規
条
例
制
定
２
件
、
一
部
改
正

条
例
３
件
、
補
正
予
算
８
件
、
そ
の
他
６
件
と
、
９
月
議
会

で
継
続
審
査
と
し
て
い
た
平
成
20
年
度
決
算
認
定
な
ど
30
議

案
を
審
議
し
た
結
果
、
新
規
条
例
制
定
１
件
を
継
続
審
査
と

し
、
そ
の
他
29
件
に
つ
い
て
は
、
可
決
・
認
定
し
ま
し
た
。

（
10
、
11
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

退
職
手
当
の
支
給
制
限

や
返
納
事
由
を
拡
大

退
職
金
支
払
後
の
不
祥
事

発
覚
は
、
手
当
の
返
納
も

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

職
員
退
職
手
当
支
給
条
例

の
改
正
で
は
、
退
職
後
に
懲

戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ

き
行
為
が
発
覚
し
た
場
合
、

違
法
性
な
ど
を
考
慮
し
て
、

支
払
前
で
あ
れ
ば
支
給
制
限

を
、
支
払
後
で
あ
れ
ば
手
当

の
全
部
又
は
一
部
を
返
納
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が

で
き
ま
し
た
。

個
人
住
民
税
の
寄
附
金

控
除
制
度
を
拡
大

控
除
の
対
象
寄
附
金
を
指
定

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、

個
人
住
民
税
の
控
除
対
象
と

な
る
寄
附
金
を
、
町
が
指
定

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

新
た
に
寄
附
先
が
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

【
新
た
に
指
定
さ
れ
た
寄
附
先
】

・ 

福
岡
県
内
に
学
校
を
設
置

す
る
国
公
立
大
学
法
人
、

学
校
法
人

・ 

社
会
福
祉
事
業
を
行
う
社

会
福
祉
法
人
等

　

平
成
21
年
１
月
１
日
以
降

の
寄
附
に
つ
い
て
、
22
年
度

の
町
・
県
民
税
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
。

船
員
保
険
被
保
険
者
も

公
務
災
害
補
償
を
適
用

平
成
21
年
１
月
１
日
か
ら

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

船
員
保
険
制
度
の
一
部
が
、

労
働
者
災
害
補
償
保
険
制
度

に
統
合
さ
れ
た
の
で
、
条
例

の
改
正
を
し
た
も
の
で
す
。

新
規
条
例
制
定

一
部
改
正
条
例




